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要介護（支援）認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に自立した生活を続けるために

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具（以下「福祉用具」という。）を都道府県等から指定

を受けた事業者から購入した場合、介護保険の給付を受けることができます。 

 

 

 

 

①購入する福祉用具が支給対象ではない場合や、②特定福祉用具販売事業者として都道府

県等から指定を受けた事業者以外から購入した場合、③申請書類に不備があった場合には

福祉用具購入費が支給されません。また、受領委任払い（後述）を希望する場合に、④事

前申請なく購入した場合にも支給されませんので、購入前に担当のケアマネジャー（要支

援の方は地域包括支援センター）等にご相談ください。 

 

１ 対象者 

福祉用具の購入日が要介護（支援）認定の有効期間内にある東郷町の介護保険被保険

者で、在宅生活を送っている人。 

 

２ 介護保険の給付対象となる福祉用具の種類 

 種   目 内    容 

１ 腰掛便座 

（１～４のいずれかに該当す

るものに限る） 

１ 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

（腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含

む） 

２ 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 

３ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上が

る際に補助できる機能を有しているもの 

４ ポータブルトイレ（便座、バケツ等からなり

居室において利用可能なものに限る） 

２ 自動排泄処理装置の交換可能

部品 

自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、

チューブ、タンク等） のうち尿や便の経路となる

ものであって、対象者又はその介護を行う者が容

易に交換できるもの。（専用パッド、洗浄液等排泄

の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ

等の関連製品は除く） 

３ 入浴補助用具 

（入浴の際に座位の保持や浴

槽への出入りなどの補助を目

的とする用具で、１～７のいず

れかに該当するものに限る） 

 

１ 入浴用いす…座面の高さが概ね３５㎝以上の

もの又はリクライニング機能を有するもの 

２ 浴槽用手すり…浴槽の縁を挟み込んで固定す

ることができるもの 

３ 浴槽内いす…浴槽内に置いて利用することが

できるもの 

ご注意ください 

 



４ 入浴台…浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを

容易にすることができるもの（踏み台は対象外） 

５ 浴室内すのこ…浴室内に置いて浴室の床の段

差の解消を図ることができるもの 

６ 浴槽内すのこ…浴槽の中に置いて浴槽の底面

の高さを補うもの 

７ 入浴用介助ベルト…対象者の身体に直接巻き

付けて使用するもので、浴槽への出入り等を容

易に介助することができるもの 

４ 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式などで容易に移動できる

ものであって、取水又は排水のために工事を伴わ

ないもの 

５ 移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能

なもの 

6 スロープ 持ち運びができる可搬型のものは除く 

7 歩行器 歩行車（車輪付きのもの）は除く 

8 歩行補助つえ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラ

ッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

（松葉杖は除く） 

※ 6～8については貸与と販売で選択可能 

 

 

３ 支給限度基準額 

  支給限度基準額は介護度に関わらず、同一年度内（４月１日～翌年３月３１日）で１

０万円が上限です（購入日が基準日）。１０万円の範囲であれば何回かに分けて利用でき

ますが、同一年度内に同一種目を２つ以上支給申請することはできません。 

 ただし、以下の場合など特別な事情がある場合は、再度支給されることがあります。 

① 破損した場合。（身体状況や使用環境を踏まえて、通常使用・年数経過の範囲内の破

損・汚損に限る。） 

② 用途及び機能が異なる場合。 

③ 介護の必要の程度が著しく高くなったことにより、その福祉用具では用をなさなく

なった場合。 

 

４ 費用 

福祉用具の購入にかかる費用の１割、２割又は３割 

※領収日時点の利用者負担割合が適用されます。負担割合証を御確認ください。 

※限度額を超えた場合、超えた部分については全額自己負担になります。 

 

 



 

５ 支給方法の種類 

償還払い・・・・・被保険者が購入費用の全額を事業者に支払った後に、保険給付分が

町から被保険者へ給付されます。 

受領委任払い・・・被保険者が購入費用の自己負担分の金額のみを事業者に支払い、町

が事業者に保険給付分を直接支払う方法です。 

 

 ◆受領委任払いの注意点◆ 

① 東郷町が認めた登録事業者から購入する場合のみ利用できます。 

（購入前に制度の説明が必要です。受領委任対象事業者一覧は東郷町のホームペー

ジで確認できます。） 

② 病院等に入院（所）中の方は、購入は可能ですが、支給申請は退院（所）後にのみ

可能です。（一時帰宅中の支給申請は認められません。）そのため、退院（所）できな

い場合は、福祉用具購入費用の全額を自己負担していただくことになります。 

③ 介護保険料の滞納があり、給付制限（支払方法変更）を受けている方はご利用でき

ません。 

  



６ 福祉用具購入の手続き方法（申請の流れ） 

※「７、８ 申請に必要な書類」もあわせてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次のページへ） 

ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談の上、本人・家族・ケアマネジャー・

事業者等で、福祉用具の内容を検討してください。 

購入の２週間前までに東郷町に下記

申請書類を提出します。※書類の提出

はケアマネジャーや事業者に依頼しても

構いません。 

【申請書類】 

①介護保険居宅介護（介護予防）福祉

用具購入費受領委任払い承認申請書 

②見積書 ③パンフレットなど購入

予定の福祉用具が確認できるもの 

申請内容を審査・確認後、ご自宅（送付先

の登録がある場合はその送付先）に「介護

保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費

承認（不承認）通知書」を郵送しますので、

事業者に通知書が届いたことをお知らせ

いただき、購入してください。「承認通知

書」の有効期間は通知日から６０日間で

す。 

 

受領委任払い 償還払い 

購    入 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付費適正化事業として、福祉用具の点検・確認を、事前又は事後訪問により行っ

ています。 

そのため、事前にご連絡したのち町職員が自宅にお伺いして、福祉用具の利用状況等の

確認をさせていただくことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、訪

問による確認後、介護保険対象外と認められた場合、福祉用具購入費を返金・自己負担

していただく場合があります。 

 

 

納品後、事業者に購入代金の全額を支

払います。 

 

納品後、事業者に自己負担分及び限度

額超過分を支払います。 

東郷町に下記申請書類を提出します。 

※入院（所）中の方は、退院（所）後に提出してください。 

※書類の提出はケアマネジャーや事業者でも構いません。 

             

 

支給申請書の書類内容等を確認・審査後、

被保険者本人あて（送付先の登録がある

場合はその送付先）に「介護保険償還払

支給（不支給）決定通知書」を送付しま

す。 

支給決定された月の末日に被保険者が指

定する金融機関の口座に福祉用具購入費

が振り込まれます。 

支給申請書の書類内容等を確認・審査

後、被保険者本人あて（送付先の登録が

ある場合はその送付先）に「介護保険償

還払支給（不支給）のお知らせ（受領委

任）」を送付します。 

支給決定された月の末日に事業者が指

定する金融機関の口座に福祉用具購入

費が振り込まれます。 

 

【申請書類】 

①介護保険居宅（介護予防）福祉用具

購入費支給申請書 ②領収書原本 

③パンフレットなど購入した福祉用

具が確認できるもの 

 

 

【申請書類】 

①介護保険居宅（介護予防）福祉用具

購入費支給申請書（受領委任払い用） 

②領収書原本  

 



７ 受領委任払い承認申請に必要な書類（受領委任払いの場合のみ） 

 提出書類  留意事項 

１ 介護保険居宅介護（介護予防）福

祉用具購入費受領委任払い承認

申請書 

① 購入予定日の 2 週間前までに提出してくだ

さい。 

② 介護保険被保険者証等を参考に氏名・住所な

どを正確に記載してください。 

③ 訂正は申請者印による直接訂正によるもの

のみ有効です。 

④ 福祉用具の内容及び受領払い制度について、

事業者より説明を受けた後に、申請書欄下部の

□にレ点を記入してください。 

２ 見積書 

（事業者が作成してください） 

① 福祉用具の種目ごとに明記してください。介

護保険支給対象外の内容が含まれている場合

は、保険給付の対象部分が分かるようにしてく

ださい。 

② 消費税及び地方消費税で１円未満の端数が

生じる場合は切り捨てになります。 

③ 日付は承認申請日以前になります。 

３ パンフレットなど購入予定の福

祉用具が確認できるもの 

（事業者が用意してください） 

① 商品名・規格・写真・製造事業者名・定価・

が記載されているものを提出してください。 

② 特注品などパンフレットが添付できない場

合は、材質・サイズ・製造事業者名を記載した

図面等を添付してください。 

※受領委任払いの承認後に購入内容を変更する場合は、再度上記１～３の書類及び内容

変更前の「承認通知書」を提出してください。また、受領委任払いの承認申請を取下げ

る場合は、「介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払い承認申請取下げ

書」及び「承認通知書」を提出してください。 

 

８ 支給申請に必要な書類（購入後） 

【償還払いの場合】 

 提出書類 留意事項 

１ 介護保険居宅介護（介護予防）福

祉用具購入費支給申請書 

 

① 病院等に入院（所）中の方は、退院（所）後

に申請してください。 

② 訂正は申請者印による直接訂正によるもの

のみ有効です。（ただし、金額に関する訂正は

不可。） 

③ 口座は原則、被保険者本人の口座としてくだ

さい。 

④ 購入日、販売金額等を記載してください。 



⑤ 申請日は購入日以降になります。 

２ 領収証 

（事業者が作成してください） 

① 原本を提出してください。 

② 宛名は被保険者本人としてください。 

③ 領収年月日を記入してください。 

④ ただし書きには「福祉用具購入費」等と記載

してください。 

３ パンフレットなど購入した福祉

用具が確認できるもの 

（事業者が用意してください） 

① 商品名・規格・写真・製造事業者名・定価が

記載されているものを提出してください。 

② 特注品などパンフレットが添付できない場

合は、購入した福祉用具の写真と、材質・サイ

ズ・製造事業者名を記載した図面等を添付して

ください。 

 

【受領委任払いの場合】 

 提出書類 留意事項 

１ 介護保険居宅介護（介護予防）福

祉用具購入費支給申請書（受領

委任払い用） 

① 病院等に入院（所）中の方は、退院（所）後

に申請してください。 

② 訂正は申請者印による直接訂正によるもの

のみ有効です。（ただし、金額に関する訂正は

不可。） 

③ 口座は事業者の口座としてください。 

④ 購入日、販売金額等を記載してください。 

⑤ 申請日は購入日以降になります。 

２ 領収証 

（事業者が作成してください） 

① 原本を提出してください。 

② 宛名は被保険者本人としてください。 

③ 領収年月日を記入してください。 

④ ただし書きには「福祉用具購入費」等と記載

してください。 

⑤ 領収書の金額は利用者負担分（及び保険給付

限度額超過分）の額になります。 

・原則領収日時点の利用者負担割合が適用され

ます。 

・利用者負担分に１円未満の端数が生じた場合

は、端数を切り上げた額になります。 

・福祉用具購入費の総額が保険給付限度額を超

えている場合は、利用者負担分と保険給付限度

額超過分の合計額になります。その際、領収書

を分ける必要はありません。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業に関するお問合せ】 

〒４７０－０１９８ 

東郷町大字春木字羽根穴１番地  

東郷町役場 高齢者支援課 介護保険係 

☎０５６１－５６－０７３５（直通） 


